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(54)【発明の名称】携帯用放熱付与具

(57)【 特許 請求の範囲】

【請 求項 １】

  発生 した 熱を放熱可能な発熱体と、携帯可能な態様で形成された本体とを有し、該本体

の収 容部 に配設した該発熱体から、熱を提供先に放つ携帯用放熱付与具において、

  前記 発熱 体は、相変化に伴う潜熱の出入りを利用して、蓄熱または放熱を行う潜熱蓄熱

材を 、収 容部材の内部空間に漏れなく充填した板状の蓄熱材パックであること、

  前記 本体 は、断熱材として機能する第１平板状部材、第２平板状部材、及び第３平板状

部材 を有 し、前記第３平板状部材を、可逆的に展開または折り畳み可能な態様で構成され

、前 記第 １平板状部材、前記第２平板状部材、及び前記第３平板状部材は何れも、それぞ

れ第 １方 向に延びる第１辺を一対で含む第１辺組と、それぞれ第２方向に延びる第２辺を

一対 で含 む第２辺組をなす矩形状に形成 されていること、

展開 した 状態の前記本体では、重ねて配置された前記第１平板状部材と前記第２平板状部

材に 対し 、前記第１辺組の一方の前記第１辺同士と、前記第２辺組の一方の前記第２辺同

士と が接 続されている一方、前記第１辺組の他方の前記第１辺同士と、前記第２辺組の他

方の 前記 第２辺同士との間は、 前記発熱体を自在に収納またはその取出し可能な前記収容

部の 開口 となっていること、

前記 第３ 平板状部材は、その前記第１辺組を、前記第１平板状部材の前記第１辺に沿う配

置で 、前 記第１平板状部材の他方の前記第２辺側で、隣接する前記第１平板状部材に繋が

って 延設 されていること、

折畳 んだ 状態の前記本体では、前記提供先に向けて配置する第２平板状部材と、前記収容
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部に 配置 した前記発熱体を挟んで、前記提供先とは反対側に配置する前記第１平板状部材

と、 前記 第３平板状部材とが、積層状に重ね合わさることにより、前記本体が扁平状に形

成さ れる こと、

を特 徴と する携帯用放熱付与具。

【請 求項 ２】

請求 項１ に記載する携帯用放熱付与具において、

前記 開口 のうち、前記第２辺組の他方の前記第２辺同士の間は、前記第３平板状部材を前

記第 １平 板状部材に向けて折り返すことにより、閉塞されること、

を特 徴と する携帯用放熱付与具。

【請 求項 ３】

  請求 項１ に記載する携帯用放熱付与具において、

  前記 発熱 体は、折畳み可能であること、

を特 徴と する携帯用放熱付与具。

【請 求項 ４】

  請求 項１に記載する携帯式放熱付与具において、

  前記 収容 部材の前記内部空間には、前記潜熱蓄熱材の融液の流れを規制する流動規制部

が設 けら れていること、

を特 徴と する携帯式放熱付与具。

【請 求項 ５】

  請求 項１に記載する携帯式放熱付与具において、

  前記 潜熱 蓄熱材から放つ潜熱は、２０℃以上～９０℃以下の温度帯域内とする温熱、ま

たは ０℃ 以上～２０℃未満の温度帯域内とする冷熱であること、

を特 徴と する携帯式放熱付与具。

【請 求項 ６】

  請求 項１に記載する携帯用放熱付与具において、

前記 本体 が折り畳まれた状態にある場合に、 前記第１平板状部材、前記第２平板状部材、

及び 前記 第３平板状部材 のうち、互いに対向した配置で重なり合う部分を、着脱自在に連

結可 能な 固着手段が、前記本体に設けられていること、

を特 徴と する携帯用放熱付与具。

【請 求項 ７】

  請求 項１ 乃至請求項６のいずれか１つに記載する携帯式放熱付与具において、

  前記 本体 には、携行時に人の持ち運びを補助する携行補助手段が設けられていること、

を特 徴と する携帯式放熱付与具。

【発 明の 詳細な説明】

【技 術分 野】

【０ ００ １】

  本発 明は 、使用先に持ち運び、例えば、屋外のベンチ上に敷いて座る等、このような使

用の 際に 、発熱体から放つ熱を身体の一部分等、提供先に付与する携帯用放熱付与具に関

する 。

【背 景技 術】

【０ ００ ２】

  例え ば、 屋外施設でのスポーツ観戦や、野外イベント開催等に代表されるように、屋外

の施 設内 にあるベンチに長時間、来場者が座って観戦を楽しむ場合等に、来場者は、心地

好く 座る ため、携帯したクッションをベンチに敷いて座ることもある。このようなクッシ

ョン の中 でも、温熱を発する機能を有した採暖クッションは、ベンチに座った状態で暖を

採る こと ができるため、冷えた身体を温めて来場者の快適性を高めることができる。その

採暖 クッ ションの一例が、特許文献１に開示されている。

【０ ００ ３】

  特許 文献 １は、袋状の外皮内に緩衝材を充填した座部と、この座部の表面に形成された

ポケ ット と、過冷却状態から結晶化させると発熱する溶液を含む温熱体と、持ち運ぶため
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に設 けた ストラップとを有し、出し入れ自在に温熱体をポケットに収容できる携帯用クッ

ショ ンで ある。特許文献１では、温熱体は、酢酸ナトリウム水溶液等の溶液と、この溶液

に刺 激を 与えるトリガーとを、袋体内に収容してなり、ポケット内のスペースを自在に移

動で きる 程に小さく構成されている。使用者が、携帯用クッションの使用時に、トリガー

によ り温 熱体内で溶液に刺激を与えて、溶液を結晶化させると、携帯用クッションでは、

溶液 に蓄 えていた潜熱が放たれて、座部が温められる。

【先 行技 術文献】

【特 許文 献】

【０ ００ ４】

【特 許文 献１】実開平５－５１１５０号公報

【発 明の 概要】

【発 明が 解決しようとする課題】

【０ ００ ５】

  特許 文献 １では、座部は、その外皮内に充填したスポンジ等の緩衝材により、座り心地

好く 工夫 されている。しかしながら、この座部の外皮は、特に断熱対策を施して構成され

てお らず 、その外皮の表面に形成されたポケットに、温熱体は収容される。そのため、人

が、 屋外 のベンチ上に特許文献１の携帯用クッションを敷いて座ると、温熱体から放つ温

熱が 、冷 たくなっているベンチ座面等に伝熱して座部から逃げ易く、座っている人を温め

る以 外に 熱を失う放熱ロスは、無視できない程に大きい。それ故に、特許文献１の携帯用

クッ ショ ンは、より大きな放熱ロスを伴いながら、温熱体から温熱を放つため、座部に座

った 人を 、より長い時間、快適な温度で持続的に温め続けることができない。

【０ ００ ６】

  また 、特 許文献１の場合、人が、携帯用クッションを携行して移動している最中に、温

熱体 が、 収容されたポケット内で自由に動いてしまい、人の移動に伴って生じる振動に起

因し た衝 撃により、温熱体内の溶液（酢酸ナトリウム水溶液等）が、移動の途中で、意図

とし ない 結晶化を招来してしまうことがある。温熱体が、このような状況になってしまう

と、 人が 、目的の場所にある屋外のベンチ上に、携帯用クッションを敷いていざ座ろうと

した 時点 で、温熱体は、既に放熱を終えた状態、または放熱している状態となってしまう

。

【０ ００ ７】

  その ため 、携帯用クッションが、一定の時間、温熱体からの温熱を付与し続ける性能を

、本 来具 備していたとしても、温熱体の放熱が携帯用クッションの使用開始前に生じてし

まう こと によって、この携帯用クッションは、ベンチに座って必要な時間、暖を採り続け

たい 人に 、温熱を付与し続けることができなくなってしまう虞がある。それ故に、特許文

献１ の携 帯用クッションの使い勝手は良いとは言えない。

【０ ００ ８】

  本発 明は 、上記問題点を解決するためになされたものであり、持ち込んだ使用先で、熱

の損 失を 抑えると共に、必要とされる熱を、より長い時間、持続して使用者等の供給先に

付与 する ことができる携帯用放熱付与具を提供することを目的とする。

【課 題を 解決するための手段】

【０ ００ ９】

  上記 目的 を達成するために、本発明に係る携帯用放熱付与具は、以下の構成を有する。

【０ ０１ ０】

（１ ）発 生した熱を放熱可能な発熱体と、携帯可能な態様で形成された本体とを有し、該

本体 の収 容部に配設した該発熱体から、熱を提供先に放つ携帯用放熱付与具において、前

記発 熱体 は、板状に形成されていること、前記本体は、互いに対向して配置可能な第１側

部と 第２ 側部とを含む扁平な袋状に形成され、前記第２側部と前記第１側部とが積層状に

配置 され た状態の下、前記発熱体が、前記第２側部と隣接して設けた前記収容部に、自在

に収 納ま たはその取出しできる態様で、配設されること、前記収容部に前記発熱体を収納

して 放熱 される状態では、前記発熱体を挟んだ前記第２側部側に比べ、前記発熱体の熱が
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、前 記発 熱体と離間した側にある前記第１側部の端面から外部に伝熱し難いよう、前記第

１側 部は 、少なくとも一以上の第１の断熱材を含んで構成した放熱断熱部または、断熱性

を有 した シート状の第２の断熱材が積層された状態の前記第１の断熱材を、少なくとも含

んで 構成 した放熱断熱部となっていること、を特徴とする。

【０ ０１ １】

  なお 、本 発明に係る携帯用放熱付与具における第１の断熱材の概念は、例えば、ポリエ

チレ ン（ PE： polyethylene）、ポリスチレン（ PS： polystyrene）、ポリプロピレン（ PP

： polypropylene）、ポリウレタン（ PU： polyurethane）等の樹脂に対し、ガスを微細に

分散 して 軽量化を図り、弾性変形可能に形成された板状の発泡材、板状のゴム製部材のほ

か、 例え ば、ポリエチレン（ PE： polyethylene）等、樹脂製シート材による３層構造とな

って おり 、その両端の層を平坦状とし、その中間層に、円柱状または六角形状に成型され

た中 空状 の空気充填部を、幾何学的で規則的な配置の下、隣り同士を断続的に離間させた

形態 で形 成された気泡緩衝材等である。すなわち、この第１の断熱材は、断熱性を有する

と共 に、 一例である比重０．１（ｇ／ｃｍ ３ ）以下で、持ち運び時に特に困難を伴わない

程度 に軽 量化されたもので、たとえ一般的な体格の成人男性の体重に相当する荷重負荷が

作用 して も、完全に潰されずに弾性変形域に留まる耐荷重性を兼ね備えた特性をなす部材

の総 称と して、定義されたものである。

【０ ０１ ２】

  また 、第 １の断熱材をなす物質の一例として、前述した気泡緩衝材のほか、グラスウー

ル、 ロッ クウール、セルロースファイバー、インシュレーションボード、羊毛、単価コル

ク、 ポリ エチレンフォーム、ビーズ法ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム、フ

ェノ ール フォーム、段ボール紙等、断熱材適用物質が挙げられる。また、第１の断熱材は

、前 述し た耐荷重性を十分に有する部材の一部に、貼付や接合等による態様で一体化され

た構 成で あっても良い。加えて、第２の断熱材の一例についても、蒸着、貼付等の表面処

理に より 、数～数百μｍの厚みで形成されるアルミニウム等の金属箔や、金属よりも熱伝

導性 の低 い樹脂等の材料で、フィルム状に形成される非熱伝導性物質のほか、これらの断

熱材 適用 物質が挙げられる。

【０ ０１ ３】

  さら に、 第１の断熱材と第２の断熱材とを積層して構成する場合、第１の断熱材をなす

物質 と、 第２の断熱材をなす物質は、双方で同じであっても、互いに異なっていても、ど

ちら でも 良い。特に、第１の断熱材のうち、前述した放熱断熱部側に配置する部分と、後

述す る放 熱伝熱部側に配置する部分で、双方の仕様・特性を変えたい場合に、第１の断熱

材が 単体 であると、そのような第１の断熱材を製造することは、技術的に困難を伴って、

コス ト高 になってしまうこともある。そのような事態を避けるための対策の一つとして、

それ ぞれ 単体で第１の断熱材同士を積層すると、放熱断熱部側に配置する第１の断熱材と

、放 熱伝 熱部側に配置する第１の断熱材で、双方の仕様・特性を変えることが、比較的容

易に 実現 できるようになるからである。

【０ ０１ ４】

（２ ）（ １）に記載する携帯用放熱付与具において、前記収容部に前記発熱体を収納して

放熱 され る状態では、前記発熱体を挟んだ前記第１側部側に比べ、前記発熱体の熱が、前

記発 熱体 と離間した側にある前記第２側部側で保温され易いよう、前記第２側部は、前記

第１ 側部 側との対比で、少なくとも同等以上の耐荷重特性を有し、荷重負荷に伴う弾性変

形量 を抑 えた前記第１の断熱材で構成された放熱伝熱部となっていること、を特徴とする

。

【０ ０１ ５】

  なお 、本 発明に係る携帯用放熱付与具では、第２の断熱材の有無に拘わらず、少なくと

も一 以上 の第１の断熱材により、放熱断熱部を構成するにあたり、用いる第１の断熱材の

数量 に関 係なく、放熱断熱部が、少なくとも放熱伝熱部と同等、または放熱伝熱部よりも

厚み を大 きくして構成されていることが好ましい。その理由として、放熱断熱部が、その

厚み を放 熱伝熱部より大きくなっていると、発熱体の熱が、第１側部側から外部に伝熱し
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てし まう 放熱ロスを、抑制し易くできる傾向となる一方、放熱伝熱部が、その厚みを放熱

断熱 部よ りも小さくなっていると、発熱体の熱は、保温される側の第２側部から身体等、

熱の 提供 先に伝熱し易くできる傾向になるからである。

【０ ０１ ６】

（３ ）（ １）または（２）に記載する携帯用放熱付与具において、前記第１の断熱材は、

気泡 緩衝 材であること、を特徴とする。

（４ ）（ ３）に記載する携帯用放熱付与具において、前記第２の断熱材は、前記気泡緩衝

材の 表面 に密着して形成されていること、を特徴とする。

（５ ）（ １）乃至（４）のいずれか１つに記載する携帯用放熱付与具において、前記本体

は、 可逆 的に展開または組み立て可能な態様であり、前記発熱体を挟む前記第２側部の反

対側 で、 前記第１側部と隣接して配置可能な第３側部を有し、前記第３側部は、気泡緩衝

材か らな ること、前記第１側部と前記第２側部は何れも、それぞれ第１辺を含む一の組の

辺同 士と 、第２辺を含む他の組の辺同士でなす矩形状に形成され、前記本体が展開された

状態 では 、前記第１側部と前記第２側部の前記第１辺同士、または前記第１側部と前記第

２側 部の 前記第２辺同士が少なくとも繋がっていると共に、前記第２側部をなす四辺のう

ち、 少な くとも一辺が、前記第３側部と繋がっていること、前記本体が組み立てられた状

態で は、 前記収容部は、前記第１側部または前記第３側部のいずれか一方と、前記第２側

部と の間 に形成されること、を特徴とする。

（６ ）（ ５）に記載する携帯用放熱付与具において、前記第１側部、前記第２側部、及び

前記 第３ 側部のうち、前記本体を組み立てた状態の下で、互いに対向した配置で重ね合う

部分 を、 着脱自在に連結可能な固着手段が、前記本体に設けられていること、を特徴とす

る。

（７ ）（ １）乃至（６）のいずれか１つに記載する携帯用放熱付与具において、前記発熱

体は 、折 畳み可能であること、を特徴とする。

（８ ）（ １）乃至（７）のいずれか１つに記載する携帯式放熱付与具において、前記発熱

体は 、相 変化に伴う潜熱の出入りを利用して、蓄熱または放熱を行う潜熱蓄熱材を、収容

部材 の内 部空間に漏れなく充填した蓄熱材パックであること、を特徴とする。

（９ ）（ ８）に記載する携帯式放熱付与具において、前記収容部材の前記内部空間には、

前記 潜熱 蓄熱材の融液の流れを規制する流動規制部が設けられていること、を特徴とする

。

（１ ０） （８）に記載する携帯式放熱付与具において、前記発熱体を加熱する加熱手段を

備え 、前 記加熱手段は、前記蓄熱材パックと面接触させて前記潜熱蓄熱材を加熱するシー

ト状 のヒ ータであること、を特徴とする。

（１ １） （１０）に記載する携帯式放熱付与具において、前記加熱手段は、カーボンヒー

タで ある こと、を特徴とする。

（１ ２） （８）に記載する携帯式放熱付与具において、前記潜熱蓄熱材から放つ潜熱は、

２０ ℃以 上～９０℃以下の温度帯域内とする温熱、または０℃以上～２０℃未満の温度帯

域内 とす る冷熱であること、を特徴とする。

（１ ３） （１）乃至（１２）のいずれか１つに記載する携帯式放熱付与具において、前記

本体 には 、携行時に人の持ち運びを補助する携行補助手段が設けられていること、

を特 徴と する。

【０ ０１ ７】

  上記 構成 を有する本発明に係る携帯用放熱付与具の作用・効果について説明する。

【０ ０１ ８】

（１ ）発 生した熱を放熱可能な発熱体と、携帯可能な態様で形成された本体とを有し、該

本体 の収 容部に配設した該発熱体から、熱を提供先に放つ携帯用放熱付与具において、発

熱体 は、 板状に形成されていること、本体は、互いに対向して配置可能な第１側部と第２

側部 とを 含む扁平な袋状に形成され、第２側部と第１側部とが積層状に配置された状態の

下、 発熱 体が、第２側部と隣接して設けた収容部に、自在に収納またはその取出しできる

態様 で、 配設されること、収容部に発熱体を収納して放熱される状態では、発熱体を挟ん
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だ第 ２側 部側に比べ、発熱体の熱が、発熱体と離間した側にある第１側部の端面から外部

に伝 熱し 難いよう、第１側部は、少なくとも一以上の第１の断熱材を含んで構成した放熱

断熱 部ま たは、断熱性を有したシート状の第２の断熱材が積層された状態の第１の断熱材

を、 少な くとも含んで構成した放熱断熱部となっていること、を特徴とする。特に第１の

断熱 材に ついては、（３）に記載する携帯用放熱付与具において、第１の断熱材は、気泡

緩衝 材で あること、を特徴とする。

【０ ０１ ９】

  この 特徴 により、例えば、スポーツ試合や野外イベント等、屋外施設内にあるベンチに

座っ て観 戦を長時間、楽しむ場合や、公園の椅子に座って寛ぐ場合等に、人が、椅子等の

座面 や背 もたれに放熱断熱部を当接させた状態で、本発明に係る携帯用放熱付与具を介し

て椅 子等 に座ると、発熱体で発した熱のうち、椅子等の座面や背もたれ向けて伝熱する放

熱ロ スが 、放熱断熱部で抑制できている。それ故に、本発明に係る携帯用放熱付与具は、

発熱 体か らの放熱に対し、椅子等側への無駄な放熱ロスを抑えて保温性を高めた態様で構

成さ れて いるため、発熱体から放つ熱が、その発熱体から放熱可能な全熱容量のうち、無

駄な 放熱 ロスを抑えている分、より長い時間、快適さを感じる最適な温度に維持された状

態で 、身 体側に配する第２側部に伝熱するようになる。

【０ ０２ ０】

  従っ て、 本発明に係る携帯用放熱付与具によれば、持ち込んだ使用先で、熱の損失を抑

える と共 に、必要とされる熱を使用者等の供給先に持続的に付与することができる、とい

う優 れた 効果を奏する。

【０ ０２ １】

（２ ）に 記載する携帯用放熱付与具において、収容部に発熱体を収納して放熱される状態

では 、発 熱体を挟んだ第１側部側に比べ、発熱体の熱が、発熱体と離間した側にある第２

側部 側で 保温され易いよう、第２側部は、第１側部側との対比で、少なくとも同等以上の

耐荷 重特 性を有し、荷重負荷に伴う弾性変形量を抑えた第１の断熱材で構成された放熱伝

熱部 とな っていること、を特徴とする。

【０ ０２ ２】

  この 特徴 により、発熱体は、その熱を第１側部側へ放熱するのを抑えた状態で、第２側

部に は、 人からの荷重負荷で押し潰されることなく、しっかりと保温できているため、発

熱体 から 第２側部を介して人等、熱の提供先へ、より長い時間、伝熱することができる。

その 一例 として、本発明に係る携帯用放熱付与具で放熱できる状態に準備をして、発熱体

から 放熱 を開始すると、発熱体の熱が、例えば、１℃程度の低下に留めて、４時間以上も

の長 い時 間、持続的に放熱伝熱部に放熱できて、第２側部から人等、熱の提供先に伝熱す

るこ とが できている。

【０ ０２ ３】

（４ ）に 記載する携帯用放熱付与具において、第２の断熱材は、気泡緩衝材の表面に密着

して 形成 されていること、を特徴とする。

【０ ０２ ４】

  この 特徴 により、第２の断熱材が、例えば、僅か数～数百μｍの厚みで、第１側部に含

む気 泡緩 衝材の表面にラミネートされているだけで、放熱断熱部は、発熱体からの放熱に

対し 、椅 子等側への無駄な放熱ロスを効果的に抑え、放熱伝熱部には、発熱体からの放熱

が、 より 高い温度で、座位姿勢の人の身体等、熱の提供先に伝熱される。

【０ ０２ ５】

（５ ）に 記載する携帯用放熱付与具において、本体は、可逆的に展開または組み立て可能

な態 様で あり、発熱体を挟む第２側部の反対側で、第１側部と隣接して配置可能な第３側

部を 有し 、第３側部は、気泡緩衝材からなること、第１側部と第２側部は何れも、それぞ

れ第 １辺 を含む一の組の辺同士と、第２辺を含む他の組の辺同士でなす矩形状に形成され

、本 体が 展開された状態では、第１側部と第２側部の第１辺同士、または第１側部と第２

側部 の第 ２辺同士が少なくとも繋がっていると共に、第２側部をなす四辺のうち、少なく

とも 一辺 が、第３側部と繋がっていること、本体が組み立てられた状態では、収容部は、
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第１ 側部 または第３側部のいずれか一方と、第２側部との間に形成されること、を特徴と

する 。

【０ ０２ ６】

  この 特徴 により、本発明に係る携帯用放熱付与具を使用先に持ち運んで使用するにあた

り、 本体 が可逆的に展開または組み立て可能であるため、本体の収容部に対し、発熱体の

収納 とそ の取出しが簡単にできるようになる。

【０ ０２ ７】

（６ ）に 記載する携帯用放熱付与具において、第１側部、第２側部、及び第３側部のうち

、本 体を 組み立てた状態の下で、互いに対向した配置で重ね合う部分を、着脱自在に連結

可能 な固 着手段が、本体に設けられていること、を特徴とする。

【０ ０２ ８】

  この 特徴 により、本体の組み立て後、第１側部、第２側部、及び第３側部は、固着部に

より 、重 ね合った部分を連結できるため、本発明に係る携帯用放熱付与具の使用時でも、

収容 部に 収容した発熱体が、本体から外れてしまうことなく、第１側部と第２側部との間

に収 容さ れた配置状態を、保持することができる。

【０ ０２ ９】

（７ ）に 記載する携帯用放熱付与具において、発熱体は、折畳み可能であること、を特徴

とす る。

【０ ０３ ０】

  この 特徴 により、本発明に係る携帯用放熱付与具を使用先に持ち運ぶ際に、発熱体をコ

ンパ クト 化して持ち運ぶことができるため、発熱体が、本体と別々に構成されていても、

手提 げ袋 やトートバッグ等、収容物に収容し易くなり、移動時に特段の困難を伴うことな

く、 使用 先に持ち運ぶことができる。

【０ ０３ １】

（８ ）に 記載する携帯用放熱付与具において、発熱体は、相変化に伴う潜熱の出入りを利

用し て、 蓄熱または放熱を行う潜熱蓄熱材を、収容部材の内部空間に漏れなく充填した蓄

熱材 パッ クであること、を特徴とする。

【０ ０３ ２】

  この 特徴 により、潜熱蓄熱材は、提供された熱を一時的に蓄えた後、本発明に係る携帯

用放 熱付 与具の使用先で、潜熱蓄熱材に蓄えた潜熱を放熱することができ、蓄熱とその放

熱の サイ クルを、複数回に亘り、繰り返し使用できる。また、本発明に係る携帯用放熱付

与具 では 、発熱体による放熱の温度は、潜熱蓄熱材の構成成分によって異なるため、所望

とす る放 熱の温度に合わせて、選択された構成成分の潜熱蓄熱材を用いることにより、発

熱体 は、 放熱する温度を、採暖したい（あるいは冷やしたい）温度帯に合わせて、構成す

るこ とが できる。

【０ ０３ ３】

（９ ）に 記載する携帯式放熱付与具において、収容部材の内部空間には、潜熱蓄熱材の融

液の 流れ を規制する流動規制部が設けられていること、を特徴とする。

【０ ０３ ４】

  この 特徴 により、特に、本発明に係る携帯用放熱付与具を使用先に持ち運ぶときや、本

発明 に係 る携帯用放熱付与具を使用せずに保管しているとき等において、蓄熱材パックが

、上 方か ら下向きに垂れた配置姿勢で、潜熱蓄熱材が融液の状態になっている場合に、融

液状 態の 潜熱蓄熱材が、流動規制部により、蓄熱材パック内の下方に偏ってしまうのを抑

制す るこ とができる。これにより、蓄熱材パックでは、潜熱蓄熱材が、融解（液相状態）

から 相変 化しても、蓄熱材パック内の潜熱蓄熱材は、その厚みに対し、全域での不揃い化

を避 けた 態様で、凝固（固相状態）し易くなる。それ故に、本発明に係る携帯用放熱付与

具の 使用 時に、潜熱蓄熱材が固相に相変化する際に生じる潜熱の放熱に基づいて、蓄熱材

パッ クか ら放つ熱が、より均一な分布と温度の状態で、第２側部に伝熱できるようになる

。

【０ ０３ ５】
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（１ ０） に記載する携帯式放熱付与具において、発熱体を加熱する加熱手段を備え、加熱

手段 は、 蓄熱材パックと面接触させて潜熱蓄熱材を加熱するシート状のヒータであること

、を 特徴 とする。

【０ ０３ ６】

  この 特徴 により、本発明に係る携帯用放熱付与具で用いる蓄熱材パックと、その予備用

の蓄 熱材 パックの２つを加熱したい場合に、２つの蓄熱材パックの間にヒータを挟み込み

、２ つの 蓄熱材パックが同時にヒータで加熱できる。そのため、１つの蓄熱材パックの加

熱時 間で 、２つの蓄熱材パックが加熱できて、それぞれの潜熱蓄熱材に、潜熱を効率良く

蓄え るこ とができる。

【０ ０３ ７】

（１ １） に記載する携帯式放熱付与具において、加熱手段は、カーボンヒータであること

、を 特徴 とする。

【０ ０３ ８】

  この 特徴 により、発熱体は、日常的に使用する携帯電話に充電を行う要領と似たような

使い 勝手 で、カーボンヒータにより簡単に加熱され、発熱体内の潜熱蓄熱材全域を、均一

な温 度分 布で昇温でき、潜熱蓄熱材を、ヒータへの通電後、例えば、３時間程で、潜熱の

蓄熱 を終 えた状態にすることができる。

【０ ０３ ９】

（１ ２） に記載する携帯用放熱付与具において、潜熱蓄熱材から放つ潜熱は、２０℃以上

～９ ０℃ 以下の温度帯域内とする温熱、または０℃以上～２０℃未満の温度帯域内とする

冷熱 であ ること、を特徴とする。

【０ ０４ ０】

  この 特徴 により、例えば、人が、冷えた状態にある屋外施設内のベンチや椅子に、本発

明に 係る 携帯用放熱付与具を介して、座って観戦を楽しむような場合に、本発明に係る携

帯用 放熱 付与具は、発熱体からの放熱により、例えば、二十数～四十数℃程度の温度で、

座位 姿勢 等の人の身体を、心地好く効果的に温めることができる。また、人が、炎天下の

状態 にあ る屋外施設内のベンチや椅子に、本発明に係る携帯用放熱付与具を介して、座っ

て観 戦を 楽しむような場合に、本発明に係る携帯用放熱付与具は、発熱体からの放熱によ

り、 例え ば、数～十数℃程度の温度で、座位姿勢等の人の身体を、心地好く効果的に冷や

すこ とが できる。

【０ ０４ １】

（１ ３） に記載する携帯用放熱付与具において、本体には、携行時に人の持ち運びを補助

する 携行 補助手段が設けられていること、を特徴とする。

【０ ０４ ２】

  この 特徴 により、人が、本発明に係る携帯用放熱付与具を使用するにあたり、携行補助

手段 を使 って、本発明に係る携帯用放熱付与具を持ち運ぶことで、人への負担が軽減でき

る。

【図 面の 簡単な説明】

【０ ０４ ３】

【図 １】 実施形態に係る３側部構造の携帯用放熱マットの要部を概略的に示す説明図であ

り、 （ａ ）はその正面図、（ｂ）は第１の組み立て構造の場合での図１（ａ）中、Ａ－Ａ

矢視 断面 図、（ｃ）は第２の組み立て構造の場合での図１（ａ）中、Ａ－Ａ矢視断面図で

ある 。

【図 ２】 実施形態に係る蓄熱材パックを概略的に示す説明図であり、（ａ）はその平面図

、（ ｂ） は図２（ａ）中、Ｂ－Ｂ矢視断面図である。

【図 ３】 実施形態に係る蓄熱材パックに装填した潜熱蓄熱材組成物を模式的に示す説明図

であ る。

【図 ４】参 考形態に係る 携帯用放熱マットの要部に対し、第１の組み立て構造で構成した

場合 のう ち、第１の例による組み立て手順を示す説明図である。

【図 ５】参 考形態に係る 携帯用放熱マットの要部に対し、第２の組み立て構造で構成した
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場合 のう ち、第１の例による組み立て手順を示す説明図である。

【図 ６】 図１に示す携帯用放熱マットの要部に対し、第２の組み立て構造で構成した場合

のう ち、 第２の例による組み立て手順を（ａ）に示し、（ｂ）は（ａ）中の要部だけを示

す説 明図 である。

【図 ７】 図１に示す携帯用放熱マットの要部に対し、第１の組み立て構造で構成した場合

のう ち、 第２の例による組み立て手順を示す説明図である。

【図 ８】 図１に示す携帯用放熱マットの要部に対し、第１の組み立て構造で構成した場合

のう ち、 第３の例による組み立て手順を示す説明図である。

【図 ９】参 考形態に係る２側部構造の携帯用放熱マットに対し、第１の例による要部を概

略的 に示 す説明図であり、（ａ）は収容部に蓄熱材パックを収納する前の様子、（ｂ）は

収容 部に 蓄熱材パックを収納する様子を、それぞれ示す図である。

【図 １０ 】参考 形態に係る２側部構造の携帯用放熱マットに対し、第２の例による要部を

概略 的に 示す説明図であり、（ａ）はその正面図、（ｂ）は図１０（ａ）中、Ｃ－Ｃ矢視

断面 図で ある。

【図 １１ 】実施形態の変形例に係る携帯用放熱マットの要部を概略的に示す説明図である

。

【図 １２ 】実施例１～３、及び比較例に係る携帯用放熱マットの評価試験で、そのマット

サン プル の要部を厚み方向から見た模式図であり、（ａ）は比較例に係るマットサンプル

、（ ｂ） は実施例１に係るマットサンプル、（ｃ）は実施例２に係るマットサンプル、（

ｄ） は実 施例３に係るマットサンプルを、それぞれ示す図である。

【図 １３ 】実施形態に係る携帯用放熱マットに関し、（ａ）は蓄熱材パックの潜熱蓄熱材

に蓄 熱す る要領を模式的に示す説明図、（ｂ）は評価試験でマットサンプルの温度測定ポ

イン トを 模式的に示す説明図である。

【図 １４ 】実施例１及び比較例に係る携帯用放熱マットの評価試験の結果で、試験開始時

以降 の経 過時間と、身体側マット表面の放熱温度との関係を示すグラフである。

【図 １５ 】図１４に続き、実施例１及び比較例に係る携帯用放熱マットの評価試験の結果

で、 試験 開始時以降の経過時間と、椅子側マット表面の放熱温度との関係を示すグラフで

ある 。

【図 １６ 】実施例１～３に係る携帯用放熱マットの評価試験の結果で、試験開始時以降の

経過 時間 と、身体側マット表面の放熱温度との関係を示すグラフである。

【図 １７ 】図１６に続き、実施例１～３に係る携帯用放熱マットの評価試験の結果で、試

験開 始時 以降の経過時間と、椅子側マット表面の放熱温度との関係を示すグラフである。

【図 １８ 】実施例１～３に係る携帯用放熱マットの評価試験の結果で、試験開始時以降の

経過 時間 と、蓄熱材パック上側表面と身体側マット表面間の温度差との関係を示すグラフ

であ る。

【図 １９ 】図１８に続き、実施例１～３に係る携帯用放熱マットの評価試験の結果で、試

験開 始時 以降の経過時間と、蓄熱材パック下側表面と椅子側マット表面の温度差との関係

を示 すグ ラフである。

【発 明を 実施するための形態】

【０ ０４ ４】

  以下 、本 発明に係る携帯用放熱付与具について、実施形態を図面に基づいて詳細に説明

する 。本 発明に係る携帯用放熱付与具は、発生した熱を放熱可能な発熱体を、携帯可能な

態様 で形 成された本体の収容部に配設しておき、発熱体から放つ熱を、熱の提供先として

、身 体の 特定部位等に付与する目的で使用される。その具体例として、屋外施設でのスポ

ーツ 観戦 や、野外イベントの参加で、冷たくなっている施設内のベンチに長時間、来場者

が座 って 観戦を楽しむ場合や、人が公園のベンチに座って寛ぐ場合等に、本発明の携帯用

放熱 付与 具は、心地好く座るため、ベンチ・椅子の座や背もたれ等に配置して使用される

。以 下、 本発明に係る携帯用放熱付与具に、本実施形態では、採暖具として、このような

座位 姿勢 で使用する携帯用放熱マットを挙げて、説明する。

【０ ０４ ５】
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  はじ めに 、携帯用放熱マット１の概要について、簡単に説明する。図１は、実施形態に

係る ３側 部構造の携帯用放熱マットの要部を概略的に示す説明図であり、（ａ）はその正

面図 、（ ｂ）は第１の組み立て構造の場合での図１（ａ）中、Ａ－Ａ矢視断面図、（ｃ）

は第 ２の 組み立て構造の場合での図１（ａ）中、Ａ－Ａ矢視断面図である。図１に示すよ

うに 、携 帯用放熱マット１（携帯用放熱付与具）は、蓄熱材パック４と本体５に大別して

なり 、蓄 熱材パック４（発熱体）を本体５内の収容部３５に収納して使用される。

【０ ０４ ６】

＜蓄 熱材 パック４の構成＞

  次に 、蓄 熱材パック４について、図２及び図３を用いて説明する。図２は、実施形態に

係る 蓄熱 材パックを概略的に示す説明図であり、（ａ）はその平面図、（ｂ）は図２（ａ

）中 、Ｂ －Ｂ矢視断面図である。図３は、実施形態に係る蓄熱材パックに装填した潜熱蓄

熱材 組成 物を模式的に示す説明図である。図２及び図３に示すように、蓄熱材パック４は

、板 状に 形成された発熱体で、潜熱蓄熱材１１を含む潜熱蓄熱材組成物１０、トリガー片

１３ 、及 び収容部材２０等を有する。

【０ ０４ ７】

  収容 部材 ２０は、内部空間２０Ｓに漏れなく充填された潜熱蓄熱材組成物１０を、一例

とし て５ ００ｇ、トリガー片１３と共に、収容するための部材である。収容部材２０は、

例え ば、 ポリプロピレン（ PP： polypropylene）、ポリエチレン（ PE： polyethylene）等

、可 撓性 を有した樹脂製シート材で、本実施形態では、より高い質感を呈し、高温、紫外

線等 に対 する耐候性や、熱融着による加工性にも優れているポリ塩化ビニル（ PVC： polyv

inyl chloride）からなる。収容部材２０のシート厚／枚は、目安として１ｍｍ未満であ

り、 本実 施形態では、０．３～０．５ｍｍ程である。収容部材２０は、矩形状の樹脂製シ

ート 材を ２枚重ね合わせ、内部空間２０Ｓを確保した上で、その外周縁同士を、例えば、

熱融 着（ 溶着）、接着等により、双方で接続した接合部２１を有する。

【０ ０４ ８】

  また 、収 容部材２０の内部空間２０Ｓには、図２に示すように、流動規制部２２が、本

実施 形態 では、蓄熱材パック４の長辺（図２中、左右方向の辺）方向に沿って平行な接合

部２ １に 対し、互いに対向し、かつ長辺方向に離間した配置下で、２箇所設けられている

。流 動規 制部２２は、蓄熱材パック４の短辺（図２中、上下方向の辺）の長さより短く、

接合 部２ １と同様、２層状に重ね合わせた樹脂製シート材同士を、熱融着（溶着）等で接

合し て形 成されている。流動規制部２２は、内部空間２０Ｓに充填された潜熱蓄熱材組成

物１ ０の 融液の流れを規制する機能を有し、潜熱蓄熱材組成物１０の融液は、流動規制部

２２ によ り、内部空間２０Ｓを自在に流動し難くなっている。また、蓄熱材パック４は、

折畳 み可 能に形成され、本実施形態では、２箇所の流動規制部２２で、三つ折りにして畳

むこ とが できている。

【０ ０４ ９】

  潜熱 蓄熱 材組成物１０は、相変化に伴う潜熱の出入りを利用して、蓄熱または放熱を行

う潜 熱蓄 熱材１１と、この潜熱蓄熱材１１の物性を調整する添加剤１２を含む。潜熱蓄熱

材１ １は 、融解（液相状態）と凝固（固相状態）との相変化を、複数回に亘って繰り返し

可能 であ る。潜熱蓄熱材組成物１０から放つ熱は、人にとって、特に不快感なく、ちょう

ど良 い目 安の温度とされる２０℃を境に、２０℃以上～９０℃以下の温度帯域内とする温

熱、 また は０℃以上～２０℃未満の温度帯域内とする冷熱である。前述したように、本実

施形 態で は、携帯用放熱マット１は、温熱を放つ採暖具であるため、潜熱蓄熱材組成物１

０の 融解 温度（融点）は、３０℃近傍に調整して設定されている。

【０ ０５ ０】

  潜熱 蓄熱 材１１は、一例として、酢酸ナトリウム三水和物（ＣＨ ３ ＣＯＯＮａ・３Ｈ ２

Ｏ） を主 成分に、その添加剤１２である融点調整剤・柔軟剤として、グリセリン（Ｃ ３ Ｈ

５ （Ｏ Ｈ） ３ ）を添加してなる。酢酸ナトリウム三水和物単体は、水和数３、分子量［ｇ

／ｍ ｏｌ ］１３６．０８、融点５８℃、蓄熱量約２７６ｋＪ／ｋｇ（４００ｋＪ／Ｌ）、

融点 より 低い温度では、水に易溶な固体の状態で、過冷却現象を著しく生じ易い物性であ
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る。

【０ ０５ １】

  なお 、潜 熱蓄熱材１１は、酢酸ナトリウム三水和物以外にも、例えば、硫酸塩の一種で

ある 硫酸 ナトリウム十水和物（Ｎａ ２ ＳＯ ４ ・１０Ｈ ２ Ｏ）とする第１の場合や、酢酸ナ

トリ ウム 三水和物と硫酸ナトリウム十水和物との混合物とする第２の場合等、二種以上含

む混 合物 、または混晶を主成分とした蓄熱材であっても良い。硫酸ナトリウム十水和物単

体の 物性 は、水和数１０、分子量［ｇ／ｍｏｌ］３２２．２１、融点３２．３８℃、融点

より 低い 温度では、水に可溶な固体の物質である。

【０ ０５ ２】

  グリ セリ ンは、分子量［ｇ／ｍｏｌ］９２．０９３８２、融点１７．８℃、密度１．２

６１ ｇ／ ｃｍ ３ 、無臭、水に易溶、融点より高い温度では、無色透明の液体、人体にとっ

て安 全な 物質で、過冷却現象を著しく生じ易い物性である。潜熱蓄熱材組成物１０は、グ

リセ リン を含有しているため、固相になっても、ある程度の柔軟性を呈して容易に変形可

能な 状態 となっている。潜熱蓄熱材組成物１０に占める酢酸ナトリウム三水和物とグリセ

リン との 混合割合は、一例として、酢酸ナトリウム三水和物を７５～２５ｗｔ％、グリセ

リン を８ ５～１５ｗｔ％の範囲内である。

【０ ０５ ３】

  なお 、潜 熱蓄熱材組成物１０の融解温度（融点）は、３０℃近傍に限定されるものでは

なく 、酢 酸ナトリウム三水和物とグリセリンとの混合割合は、所望とする潜熱蓄熱材１１

の放 熱温 度に応じて適宜調整される。また、潜熱蓄熱材組成物１０に含有する融点調整剤

・柔 軟剤 をグリセリンとしたが、例えば、酢酸ナトリウム三水和物等の主材に対する融点

調整 剤は 、グリセリン以外にも、種々変更可能である。

【０ ０５ ４】

  また 、本 実施形態では、潜熱蓄熱材組成物１０は、主成分である酢酸ナトリウム三水和

物に 、グ リセリンを添加した混合物としたが、グリセリンと共に、着色剤が、潜熱蓄熱材

１１ に配 合されていても良い。着色剤は、潜熱蓄熱材組成物１０の融液を、視認し易い色

で着 色す る天然色素等で、非危険物かつ無毒、安全性が高く、耐熱性にも優れ、直射日光

に晒 され る使用環境下でも、劣化せず安定した状態で着色できる液体状、または粉末状の

色素 であ る。その一例として、比較的伝熱性の高い炭素を主成分とした炭素色素である。

炭素 色素 が、潜熱蓄熱材１１の粒子間に分散して、潜熱蓄熱材組成物１０全体を黒色に呈

色す ると 、炭素色素は、潜熱蓄熱材組成物１０での蓄熱速度や放熱速度の向上に寄与する

。

【０ ０５ ５】

  トリ ガー 片１３は、過冷却状態にある潜熱蓄熱材組成物１０の融液に対し、過冷却現象

を解 除可 能で、繰り返し使用可能な部材である。具体的には、トリガー片１３は、５円硬

貨程 の大 きさをなした略円形皿形状の径内に、その中心位置で最も高く中心軸方向に盛上

がっ た湾 曲部を、弾性変形可能な状態で形成された薄板状の金属片である。トリガー片１

３は 、中 心軸方向に対し、盛上がった側からその反対側に湾曲部を押圧して反り返し、湾

曲部 の山 向きを反転させることにより、潜熱蓄熱材組成物１０に衝撃を及ぼして過冷却現

象の 解除 を行う。

【０ ０５ ６】

  この よう に、トリガー片１３は、過冷却現象の発現により、液相状態のままにある潜熱

蓄熱 材組 成物１０に対し、過冷却現象の解除を行う役割を果たす。また、トリガー片１３

は、 過冷 却現象の解除操作により、潜熱蓄熱材組成物１０を固相状態に相変化させること

で、 潜熱 蓄熱材１１に蓄熱していた潜熱を、携帯用放熱マット１で採暖したいタイミング

に合 わせ て、本体５に向けて放熱を行うことができるため、いわゆる放熱操作機能の役割

も果 たす 。

【０ ０５ ７】

  図１ ３は 、実施形態に係る携帯用放熱マットに関し、（ａ）は蓄熱材パックの潜熱蓄熱

材に 蓄熱 する要領を模式的に示す説明図である。本実施形態に係る携帯用放熱マット１，
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１Ｘ では 、その使用前に、蓄熱材パック４内の潜熱蓄熱材組成物１０（潜熱蓄熱材１１）

に予 め潜 熱を蓄熱しておくのにあたり、蓄熱材パック４は、ヒータ５０（図１３参照）で

加熱 され る。ヒータ５０は、蓄熱材パック４と面接触させて潜熱蓄熱材組成物１０を加熱

する シー ト状のカーボンヒータである。

【０ ０５ ８】

  具体 的に は、図１３に例示するように、ヒータ５０が、２つの蓄熱材パック４の間に挟

み込 まれ て、２つの蓄熱材パック４を同時に加熱することにより、蓄熱材パック４への加

熱処 理が 行われる。カーボンヒータは、発熱体として、カーボンを含浸したガラスクロス

を、 エポ キシガラス・ＰＥＴ等による絶縁体で積層させて挟み込み、平坦なシート状の形

態で 一体 化された加熱手段である。ヒータ５０は、一例として、厚み０．３～２ｍｍ程度

、Ａ ４サ イズ程の大きさ、通電により数十～百数十℃（本実施形態では、発熱温度は７０

℃） に発 熱可能であり、図２（ａ）に示す蓄熱材パック４の潜熱蓄熱材組成物１０に対し

、そ の全 域を万遍なく、均一な温度で発熱可能である。

【０ ０５ ９】

＜本 体５ の構成＞

  次に 、本 体５について、図１及び、図４～図１１を用いて説明する。図４は、参考形態

に係 る携帯 用放熱マットの要部に対し、第１の組み立て構造で構成した場合のうち、第１

の例 によ る組み立て手順を示す説明図であり、第２の組み立て構造で構成した場合のうち

、第 １の 例による組み立て手順を示す説明図を、図５に示す。図６は、図１に示す携帯用

放熱 マッ トの要部に対し、第２の組み立て構造で構成した場合のうち、第２の例による組

み立 て手 順を（ａ）に示し、（ｂ）は（ａ）中の要部を示す説明図である。図７は、図１

に示 す携 帯用放熱マットの要部に対し、第１の組み立て構造で構成した場合のうち、第２

の例 によ る組み立て手順を示す説明図であり、図８は、第１の組み立て構造で構成した場

合の うち 、第３の例による組み立て手順を示す説明図である。  

【０ ０６ ０】

  図９ は、参考 形態に係る２側部構造の携帯用放熱マットに対し、第１の例による要部を

概略 的に 示す説明図であり、（ａ）は収容部に蓄熱材パックを収納する前の様子、（ｂ）

は収 容部 に蓄熱材パックを収納する様子を、それぞれ示す図である。図１０は、参考形態

に係 る２ 側部構造の携帯用放熱マットに対し、第２の例による要部を概略的に示す説明図

であ り、 （ａ）はその正面図、（ｂ）は図１０（ａ）中、Ｃ－Ｃ矢視断面図である。  

【０ ０６ １】

  図１ 及び 、図４～図１０に示すように、携帯用放熱マット１，１Ｘにおいて、本体５は

、互 いに 対向して配置可能な第１側部３１と第２側部３２とを含む扁平な袋状に形成され

てい る。 第２側部３２と第１側部３１とが積層状に配置された状態の下、蓄熱材パック４

が、 第２ 側部３２と隣接して設けた収容部３５に、自在に収納またはその取出しできる態

様で 、配 設される。収容部３５は、収納された蓄熱材パック４に対し、出し入れに困難を

伴わ ず、 かつ携帯用放熱マット１，１Ｘを持ち運んでいる最中に、移動や振動等に伴って

広範 囲に 動いてしまわないよう、蓄熱材パック４との間で、適度なクリアランスを保持で

きる 大き さとなっている。

【０ ０６ ２】

  本実 施形 態に係る携帯用放熱マット（３側部構造の携帯用放熱マット１、２側部構造の

携帯 用放 熱マット１Ｘ）において、図１及び図１０等に示すように、収容部３５に蓄熱材

パッ ク４ を収納して放熱される状態では、蓄熱材パック４を挟んだ第２側部３２側に比べ

、蓄 熱材 パック４の熱（潜熱蓄熱材組成物１０から放熱する潜熱）が、蓄熱材パック４と

離間 した 側にある第１側部３１の他端面３１ｂから外部に伝熱し難いよう、第１側部３１

は、 少な くとも一以上の気泡緩衝材（第１の断熱材）を含み、断熱性を有する断熱材３４

を選 択的 に含む態様で形成した放熱断熱部３となっている。

【０ ０６ ３】

  その 反対 に、蓄熱材パック４を挟んだ第１側部３１側に比べ、蓄熱材パック４の熱が、

蓄熱 材パ ック４と離間した側にある第２側部３２側で保温され易いよう、第２側部３２は
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、第 １側 部３１との対比で、少なくとも同等以上の耐荷重特性を有し、荷重負荷に伴う弾

性変 形量 を抑えた気泡緩衝材で構成された放熱伝熱部２となっている。

【０ ０６ ４】

  携帯 用放 熱マット１，１Ｘでは、その厚み方向（参照する図１（ｂ）中、左右方向）に

対し 、放 熱伝熱部２は、放熱断熱部３より薄くなってことが好ましい。その理由として、

放熱 断熱 部３が、その厚みを放熱伝熱部２より大きくなっていると、蓄熱材パック４の熱

（潜 熱蓄 熱材組成物１０から放熱する潜熱）が第１側部３１の他端面３１ｂ側から外部に

伝熱 して しまう放熱ロスを、抑制し易くできる傾向になる。その反対に、放熱伝熱部２が

、そ の厚 みを放熱断熱部３よりも小さくなっていると、蓄熱材パック４の熱（潜熱蓄熱材

組成 物１ ０から放熱する潜熱）は、保温される側の第２側部３２から身体側に伝熱し易く

でき る傾 向になるからである。

【０ ０６ ５】

  具体 的に 説明する。３側部構造の携帯用放熱マット１の場合、本体５は、蓄熱材パック

４を 挟む 第２側部３２の反対側で、第１側部３１と隣接して配置可能な第３側部３３を有

する 。３ 側部構造の携帯用放熱マット１は、図１（ａ），（ｂ）に示すように、第１の組

み立 て構 造で構成される場合と、図１（ａ），（ｃ）に示すように、第２の組み立て構造

で構 成さ れる場合に大別される。第１の組み立て構造では、図４、図７、及び図８に示す

よう に、 蓄熱材パック４を挟んだ第２側部３２の反対側に、蓄熱材パック４が、第３側部

３３ を隣 接して配置され、第１側部３１が、この第３側部３３に積層した状態で配置され

る。

【０ ０６ ６】

  第２ の組 み立て構造では、図５及び図６に示すように、蓄熱材パック４を挟んだ第２側

部３ ２の 反対側に、蓄熱材パック４が、第１側部３１と隣接して配置され、第３側部３３

が、 この 第１側部３１と積層した状態で配置される。また、２側部構造の携帯用放熱マッ

ト１ Ｘの 場合には、図９及び図１０に示すように、蓄熱材パック４が、第１側部３１と第

２側 部３ ２の間に配置される。

【０ ０６ ７】

  携帯 用放 熱マット１，１Ｘとも、第１側部３１と第２側部３２はいずれも、本実施形態

では 、気 泡緩衝材により形成され、携帯用放熱マット１に有する第３側部３３も、気泡緩

衝材 によ り形成されている。気泡緩衝材は、例えば、ポリエチレン（ PE： polyethylene）

等、 樹脂 製シート材による３層構造となっており、その両端の層を平坦状とし、その中間

層に 、円 柱状または六角形状に成型された中空状の空気充填部を、幾何学的で規則的な配

置の 下、 隣り同士を断続的に離間させた形態で形成されている。気泡緩衝材は、この空気

充填 部内 に充填された空気により、外部から受ける外力を緩衝させる機能を有する。携帯

用放 熱マ ット１，１Ｘは、第１側部３１、第２側部３２、及び第３側部３３とも、気泡緩

衝材 によ り形成されているため、蓄熱材パック４を除いた重さも、１００ｇにも満たず、

持ち 運び に困難を伴うこともない程、軽量である。

【０ ０６ ８】

  携帯 用放 熱マット１，１Ｘでは、第１側部３１、第２側部３２、及び第３側部３３はい

ずれ も、 例えば、面積当たり数百ｋｇ～１ｔ程の耐荷重を有した耐強度用の気泡緩衝材に

より 、構 成されている。また、図１０に例示するように、断熱材３４（第２の断熱材）は

、気 泡緩 衝材の表面である第１側部３１の他端面３１ｂに、蒸着処理により、数～数百μ

ｍの 厚み で密着して形成されたアルミニウム製のシートである。なお、本実施形態では、

図１ ０に 例示する２側部構造の携帯用放熱マット１Ｘに、断熱材３４付きの第１側部３１

を構 成し たが、断熱材３４付きの第１側部３１は、２側部構造の携帯用放熱マット１Ｘに

限定 され るものではなく、図４～図８に例示する３側部構造の携帯用放熱マット１に適用

して も良 い。

【０ ０６ ９】

  また 、断 熱材３４は、本実施形態では、数～数百μｍの厚みで形成されたアルミニウム

製の シー トを対象としているが、断熱材３４の厚みは、数～数百μｍの範囲外であっても
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良い 。ま た、 JIS（日本工業規格）の包装用語による規格は、厚さ２５０μｍ以上の薄板

状の プラ スチック材をシートとし、厚さ２５０μｍ未満の膜状のプラスチック材をフィル

ムと して 、規定している。しかしながら、本願では、断熱材３４（第２の断熱材）をその

厚み で区 別せず、フィルムの範疇にある厚さのプラスチック材であっても、総称でシート

とし てい る。

【０ ０７ ０】

  ３側 部構 造の携帯用放熱マット１では、図４～図８に示すように、本体５は、可逆的に

展開 また は組み立て可能な態様である。第１側部３１と第２側部３２は何れも、長辺（図

４及 び図 ５中、左右方向に沿う辺）に対し、それぞれ第１辺３０Ａを含む一の組の辺同士

と、 短辺 （図４及び図５中、上下方向に沿う辺）に対し、第２辺３０Ｂを含む他の組の辺

同士 でな す矩形状に形成されている。図１及び、図４～図８に示すように、本体５が展開

され た状 態では、第１側部３１と第２側部３２の第１辺３０Ａ同士、または第１側部３１

と第 ２側 部３２の第２辺３０Ｂ同士が少なくとも繋がっていると共に、第２側部３２をな

す四 辺の うち、少なくとも一辺が、第３側部３３と繋がっている。

【０ ０７ １】

  本体 ５が 組み立てられた状態では、収容部３５は、第１側部３１または第３側部３３の

いず れか 一方と、第２側部３２との間に形成される。携帯用放熱マット１には、第１側部

３１ 、第 ２側部３２、及び第３側部３３のうち、本体５を組み立てた状態の下で、互いに

対向 した 配置で重ね合う部分を、着脱自在に連結可能な固着部４０（固着手段）が、本体

５に 設け られている。固着部４０は、本実施形態では、面ファスナであるが、本体５で重

なり 合う 部分を繰り返し接続、またはその解除できるものであれば、面ファスナに限定さ

れず 、種 々変更可能である。

【０ ０７ ２】

  また 、本 体５には、携行時に人の持ち運びを補助する把持部４５（携行補助手段）が設

けら れて いる。図１及び、図４～図９に示すように、把持部４５は、本体５のうち、第１

側部 ３１ と第２側部３２に、一対で設けられ、携帯用放熱マット１，１Ｘを手で下げる態

様に 形成 されている。

【０ ０７ ３】

  なお 、携 行補助手段は、把持部４５に代えて、図１１に示すように、本体５の内部を部

分的 に開 口させた開口部４６としても良い。図１１は、実施形態の変形例に係る携帯用放

熱マ ット の要部を概略的に示す説明図である。開口部４６を手で把持することにより、本

発明 に係 る携帯用放熱付与具は、持ち運び易くなっている。

【０ ０７ ４】

  また 、携 行補助手段は、例えば、本体と自在に着脱可能なショルダーベルト、ショルダ

ース トラ ップ等であっても良い。

【０ ０７ ５】

  次に 、３ 側部構造の携帯用放熱マット１の具体的な構成について、図１、及び図４～図

８を 用い て説明する。３側部構造の携帯用放熱マット１を、第１の組み立て構造で構成し

た場 合に は、図４に示すように、第１の例による組み立て手順では、展開した状態にある

本体 ５に 対し、はじめに蓄熱材パック４を、第２側部３２の一端面３２ａ上に載置する。

この 後、 蓄熱材パック４に向けて折り返した第３側部３３の一端面３３ａを、蓄熱材パッ

ク４ に当 接させて、第２側部３２の一端面３２ａ上にある固着部４０の第１固定側固着部

位４ １Ａ と、第３側部３３の一端面３３ａ上にある固着部４０の第１着脱側固着部位４１

Ｂと を固 着する。次に、第１側部３１の一端面３１ａを第３側部３３の他端面３３ｂに向

けて 第１ 側部３１を折り返し、第３側部３３の他端面３３ｂ上にある固着部４０の第２固

定側 固着 部位４２Ａと、第１側部３１の一端面３１ａ上にある固着部４０の第２着脱側固

着部 位４ ２Ｂとを固着する。かくして、図１（ａ）に示す携帯用放熱マット１の組み立て

が完 了す る。

【０ ０７ ６】

  また 、図 ７に示すように、第２の例による組み立て手順では、展開した状態にある本体
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５に おい て、第１側部３１と第２側部３２は、図７中、左辺部と下辺部で接続されている

一方 、右 辺部と上辺部では、互いに接続されておらず、開放した状態になっている。第３

側部 ３３ は、第２側部３２のうち、図７中、左辺部で接続されている一方、右辺部と上・

下辺 部で は、接続されていない。第２側部３２の一端面３２ａと第１側部３１の一端面３

１ａ との 間の収容部３５に、まず蓄熱材パック４を収納する。この後、図７（ｂ）に示す

よう に、 収容部３５内の蓄熱材パック４と第１側部３１の一端面３１ａとの間に、第２側

部３ ２と の繋ぎ目で折り返した第３側部３３を収容する。かくして、図１（ａ）に示す携

帯用 放熱 マット１の組み立てが完了する。

【０ ０７ ７】

  また 、図 ８に示すように、第３の例による組み立て手順では、展開した状態にある本体

５に おい て、第３側部３３は、第２側部３２のうち、図８（ａ）中、左辺部と下辺部で接

続さ れて いる一方、右辺部と上辺部では、互いに接続されておらず、開放した状態になっ

てい る。 第２側部３２の一端面３２ａと、第３側部３３の他端面３３ｂの裏面である一端

面（ 一端 面３３ａ）との間にある収容部３５に蓄熱材パック４を収納して、第２側部３２

の一 端面 ３２ａ上にある固着部４０の第１固定側固着部位４１Ａと、第３側部３３の一端

面上 にあ る固着部４０の第１着脱側固着部位４１Ｂとを固着する。次に、第１側部３１の

一端 面３ １ａを第３側部３３の他端面３３ｂに向けて第１側部３１を折り返し、第１側部

３１ の一 端面３１ａ上にある固着部４０の第２固定側固着部位４２Ａと、第３側部３３の

他端 面３ ３ｂ上にある固着部４０の第２着脱側固着部位４２Ｂとを固着する。かくして、

図１ （ａ ）に示す携帯用放熱マット１の組み立てが完了する。

【０ ０７ ８】

  次に 、３ 側部構造の携帯用放熱マット１を、第２の組み立て構造で構成した場合につい

て、 説明 する。図５に示すように、第１の例による組み立て手順では、展開した状態にあ

る本 体５ に対し、第２側部３２の一端面３２ａ上に載置した蓄熱材パック４に向けて第１

側部 ３１ を折り返し、その一端面３１ａを蓄熱材パック４に当接させて、第２側部３２の

一端 面３ ２ａ上にある固着部４０の第１固定側固着部位４１Ａと、第１側部３１の一端面

３１ ａ上 にある固着部４０の第１着脱側固着部位４１Ｂとを固着する。次に、第３側部３

３の 一端 面３１ａを第１側部３１の他端面３３ｂに向けて第３側部３３を折り返し、第１

側部 ３１ の他端面３１ｂ上にある固着部４０の第２固定側固着部位４２Ａと、第３側部３

３の 一端 面３３ａ上にある固着部４０の第２着脱側固着部位４２Ｂとを固着する。かくし

て、 図１ （ａ）に示す携帯用放熱マット１の組み立てが完了する。

【０ ０７ ９】

  また 、図 ６に示すように、第２の例による組み立て手順では、展開した状態にある本体

５に 対し 、第１側部３１と第２側部３２は、図６中、右辺部と下辺部で接続されている一

方、 左辺 部と上辺部では、互いに接続されておらず、開放した状態となっている。第３側

部３ ３は 、第２側部３２のうち、図６中、右辺部で接続されている一方、左辺部と上・下

辺部 では 、接続されていない。図６（ｂ）に示すように、第２側部３２の一端面３２ａと

第１ 側部 ３１の一端面３１ａとの間の収容部３５に、まず蓄熱材パック４を収納する。こ

の後 、図 ６（ａ）に示すように、第３側部３３の一端面３３ａを第１側部３１の他端面３

１ｂ に向 けて第３側部３３を折り返し、第１側部３１の他端面３１ｂ上にある固着部４０

の第 １固 定側固着部位４１Ａと、第３側部３３の一端面３３ａ上にある固着部４０の第１

着脱 側固 着部位４１Ｂとを固着する。かくして、図１（ａ）に示す携帯用放熱マット１の

組み 立て が完了する。

【０ ０８ ０】

  次に 、２ 側部構造の携帯用放熱マット１Ｘの構成について、図９及び図１０を用いて説

明す る。 図９に示すように、第１の例に係る本体５では、第１側部３１と第２側部３２は

、図 ９中 、上辺部を開放しているものの、上辺部以外の三辺部を接続した有底袋状に形成

され てい る。収容部３５は、第１側部３１と第２側部３２との間であり、図９（ｂ）に示

すよ うに 、蓄熱材パック４を収容部３５に収納する。本体５に装着された一対の把持部４

５に は、 固着部４０（第１固定側固着部位４１Ａ、第１着脱側固着部位４１Ｂ）が設けら
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れて いる ため、蓄熱材パック４を収容部３５に収納後、第１固定側固着部位４１Ａと第１

着脱 側固 着部位４１Ｂとを固着して、第１側部３１と第２側部３２との上辺部を閉じる。

かく して 、蓄熱材パック４が本体５にセットされて、携帯用放熱マット１Ｘは使用できる

。

【０ ０８ １】

  次に 、図 １０に示すように、第２の例に係る本体５では、第１側部３１と第２側部３２

は、 図１ ０（ａ）中、上辺部を開放しているものの、上辺部以外の三辺部を接続した有底

袋状 に形 成されている。第１側部３１の他端面３１ｂには、フィルム状の断熱材３４がラ

ミネ ート されている。第２側部３２は、深さ方向（図１０（ｂ）中、左右方向）に対し、

第１ 側部 ３１より長くした閉塞部３７を有している。

【０ ０８ ２】

  収容 部３ ５は、断熱材３４付きの第１側部３１と第２側部３２との間であり、図１０に

示す よう に、収容部３５に蓄熱材パック４を収納してから、第１側部３１の他端面３１ｂ

側に 閉塞 部３７を折り返す。次に、第１側部３１の他端面３１ｂ上にある固着部４０の第

１固 定側 固着部位４１Ａと、第２側部３２の閉塞部３７の一端面３２ａ上にある固着部４

０の 第１ 着脱側固着部位４１Ｂとを固着して、第１側部３１と第２側部３２との上辺部を

閉じ る。 かくして、蓄熱材パック４が本体５にセットされて、携帯用放熱マット１Ｘは使

用で きる 。

【０ ０８ ３】

  次に 、本 実施形態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘの評価試験について、説明する。本

出願 人は 、本実施形態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘに対し、その有意性を検証する目

的で 評価 試験を行った。具体的には、評価試験は、椅子に敷設した携帯用放熱マット１，

１Ｘ 内の 蓄熱材パック４で、潜熱蓄熱材組成物１０による潜熱の放熱で、座位姿勢の人の

身体 を温 めるのに伴って、椅子側の外部へ逃げる放熱ロスを確認するため、携帯用放熱マ

ット １等 に相当する実験用放熱マット（その主な構成要素について、以下、携帯用放熱マ

ット １等 に準じた名称・その符号をそのまま使用）を用いた机上の実験である。

【０ ０８ ４】

＜実 験方 法＞

  図１ ２は 、実施例１～３、及び比較例に係る携帯用放熱マットの評価試験で、そのサン

プル の要 部を厚み方向から見た模式図であり、（ａ）は比較例に係るサンプル、（ｂ）は

実施 例１ に係るサンプル、（ｃ）は実施例２に係るサンプル、（ｄ）は実施例３に係るマ

ット サン プルを、それぞれ示す図である。評価試験では、実施例１～３、及び比較例に係

る実 験用 放熱マットとして、図１２に示すように、本体５の構造をそれぞれ異にした４種

サン プル を作製し、それぞれのサンプルを、椅子と見立てた机上に載置し、座位姿勢の人

と見 立て た水５００ｇ入りの袋による負荷を、サンプル上にかけ、人が椅子に座る状況を

疑似 的に モデル化した試験を行った。そして、机上に載置したサンプルの机（椅子）側で

生じ る潜 熱の放熱ロスについて、４種のサンプル毎に観察して比較した。

【０ ０８ ５】

  比較 例に 係るサンプルは、図１２（ａ）に示すように、蓄熱材パック４単体による実験

用放 熱マ ットである。実施例１に係るサンプルは、図１２（ｂ）に示すように、身体側に

配置 する 第２側部３２と、椅子側に配置する第１側部３１との間に、蓄熱材パック４を挟

んで 構成 した実験用放熱マット１Ａ（１）である。実施例２に係るサンプルは、図１２（

ｃ） に示 すように、第３側部３３と積層させて椅子側に配置する第１側部３１と、身体側

に配 置す る第２側部３２との間に、蓄熱材パック４を挟んで構成した実験用放熱マット１

Ｂ（ １） である。実施例３に係るサンプルは、図１２（ｄ）に示すように、第３側部３３

と積 層さ せて椅子側に配置する断熱材３４付きの第１側部３１と、身体側に配置する第２

側部 ３２ との間に、蓄熱材パック４を挟んで構成した実験用放熱マット１Ｃ（１）である

。

【０ ０８ ６】

  評価 試験 の開始前、実施例１～３、及び比較例に係るサンプルに対し、それぞれの蓄熱
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材パ ック ４に予め加熱処理を施して、蓄熱材パック４内の潜熱蓄熱材組成物１０（潜熱蓄

熱材 １１ ）に潜熱を蓄熱した。蓄熱材パック４への加熱処理は、湯煎で行われ、７０℃に

設定 され た湯で約 1時間、蓄熱材パック４を加熱した。加熱後の蓄熱材パック４を机上に

静置 して 冷まし、潜熱蓄熱材組成物１０が、室温まで冷えた蓄熱材パック４内で液体状態

を維 持し ていたことから、蓄熱材パック４内の潜熱蓄熱材組成物１０が、潜熱の蓄熱を完

了し た状 態の融液であるとみなす。

【０ ０８ ７】

＜実 施例 １～３、及び比較例の共通条件＞

・蓄 熱材 パック４：収容部材２０内に潜熱蓄熱材組成物１０とトリガー片１３を収容

・潜 熱蓄 熱材組成物１０：酢酸ナトリウム三水和物（潜熱蓄熱材１１）とグリセリンとの

混合 物

＜実 施例 １～３の共通条件＞

・第 １側 部３１と第２側部３２；３層構造の樹脂製シート材からなるポリエチレン（ PE）

製の 気泡 緩衝材で形成

・第 １側 部３１；椅子側配置（図１４～図１９では、「椅子側一層（ PE）」と表記）

＜実 施例 ２の条件＞

・第 １側 部３１と第３側部３３との積層；第３側部３３を椅子側にして配置（図１６～図

１９ では 、「椅子側二層（ PE， PE）」と表記）

＜実 施例 ３の条件＞

・断 熱材 ３４；アルミニウム製のフィルム

・断 熱材 ３４付きの第１側部３１と第３側部３３との積層；第３側部３３との間に断熱材

３４ を介 在した状態で第１側部３１を椅子側にして配置（図１６～図１９では、「椅子側

二層 （ PE， アルミ＋ PE）」と表記）

【０ ０８ ８】

  次に 、実 施例１～３、及び比較例とも、評価試験の開始に合わせて、それぞれのトリガ

ー片 １３ で、湾曲部の向きを収容部材２０の外面側から反転させ、潜熱蓄熱材組成物１０

の融 液に 生じている過冷却現象を解除する操作を行い、その操作後、全てのサンプルを机

上に 静置 した。そして、各サンプル上に水入り袋の負荷をかけた状態にした上で、潜熱蓄

熱材 組成 物１０からの放熱が完了するまでの所要時間を測定すると共に、潜熱蓄熱材組成

物１ ０か ら放たれる潜熱の温度を、熱電対で検知し測定した。

【０ ０８ ９】

  図１ ３（ ｂ）は、評価試験でサンプルの温度測定ポイントを模式的に示す説明図である

。熱 電対 による放熱温度の測定ポイントは、図１３（ｂ）に示すように、蓄熱材パック４

に対 し、 上側表面上の第１測定部位Ｍ１と、下側表面上の第２測定部位Ｍ２と、実験用放

熱マ ット １等に対し、身体側マット表面上の第３測定部位Ｍ３と、椅子側マット表面上の

第４ 測定 部位Ｍ４である。なお、比較例の測定ポイントは、第１測定部位Ｍ１と第２測定

部位 Ｍ２ だけである。

【０ ０９ ０】

＜実 験結 果＞

  評価 試験 の結果を、図１４～図１９に示す。図１４は、実施例１及び比較例に係る携帯

用放 熱マ ットの評価試験の結果で、試験開始時以降の経過時間と、身体側マット表面の放

熱温 度と の関係を示すグラフであり、試験開始時以降の経過時間と、椅子側マット表面の

放熱 温度 との関係を示すグラフを、図１５に示す。図１２（ａ）に示す比較例の実験用放

熱マ ット と、図１２（ｂ）に示す実施例１の実験用放熱マット１Ａとを対比した第１の比

較で は、 図１４及び図１５に示すように、潜熱蓄熱材組成物１０の過冷却現象の解除操作

を行 った ０．５（ｈ）後の状態下では、比較例の場合、潜熱蓄熱材組成物１０から放熱し

始め たと きの潜熱の温度は、第１測定部位Ｍ１で３１．８℃、第２測定部位Ｍ２で３１．

７℃ であ り、第１測定部位Ｍ１及び第２測定部位Ｍ２とも、ほぼ同温であった。これに対

し、 実施 例１の場合、潜熱蓄熱材組成物１０から放熱し始めたときの潜熱の温度は、第１

測定 部位 Ｍ１で３５．８℃、第２測定部位Ｍ２で３７．４℃であり、比較例より４～６℃
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程高 かっ た。

【０ ０９ １】

  図１ ６は 、実施例１～３に係る携帯用放熱マットの評価試験の結果で、試験開始時以降

の経 過時 間と、身体側マット表面の放熱温度との関係を示すグラフであり、試験開始時以

降の 経過 時間と、椅子側マット表面の放熱温度との関係を示すグラフを、図１７に示す。

図１ ２（ ｂ）～（ｄ）に示す実施例１～３の実験用放熱マット１Ａ～１Ｃに対し、図１６

に示 すよ うに、潜熱蓄熱材組成物１０の過冷却現象の解除操作を行った０．５（ｈ）後の

状態 下で は、第２の比較として、第３測定部位Ｍ３での潜熱の放熱温度は、実施例１の場

合で ２６ ．６℃、実施例２の場合で２６．８℃、実施例３の場合で２６．１℃と、いずれ

もほ ぼ同 じであった。また、この状態下では、図１７に示すように、第４測定部位Ｍ４で

の潜 熱の 放熱温度は、実施例１の場合で３４．７℃、実施例２の場合で３２．８℃、実施

例３ の場 合で２８．２℃であった。

【０ ０９ ２】

  図１ ８は 、実施例１～３に係る携帯用放熱マットの評価試験の結果で、試験開始時以降

の経 過時 間と、蓄熱材パック上側表面と身体側マット表面間の温度差との関係を示すグラ

フで あり 、試験開始時以降の経過時間と、蓄熱材パック下側表面と椅子側マット表面の温

度差 との 関係を示すグラフを、図１９に示す。図１２（ｂ）～（ｄ）に示す実施例１～３

の実 験用 放熱マット１Ａ～１Ｃに対し、第３の比較として、図１８に示すように、潜熱蓄

熱材 組成 物１０の過冷却現象の解除操作を行ってから０．５（ｈ）経過した時刻に測定さ

れた 第１ 測定部位Ｍ１の放熱温度を基準に、第３測定部位Ｍ３で測定された放熱温度との

差は 、実 施例１の場合で－９．２℃、実施例２の場合で－１０．８℃、実施例３の場合で

－１ ３． ７℃であった。また、図１９に示すように、過冷却現象の解除操作を行ってから

０． ５（ ｈ）経過した時刻に測定された第２測定部位Ｍ２の放熱温度を基準に、第４測定

部位 Ｍ４ で測定された放熱温度との差は、実施例１の場合で２．７℃、実施例２の場合で

５． ６℃ 、実施例３の場合で１２．９℃であった。

【０ ０９ ３】

＜考 察＞

  実験 結果 より、第１の比較の場合、実施例１の実験用放熱マット１Ａでは、比較例の実

験用 放熱 マットに比べ、蓄熱材パック４からの潜熱の放熱温度は、上面（第１測定部位Ｍ

１） で４ ℃程高く、下面（第２測定部位Ｍ２）では、５℃程高くなっている。また、実験

用放 熱マ ットで過冷却現象解除操作を実施後、３時間経過するまで、実験用放熱マット１

Ａで は、 潜熱の放熱温度は、高くなっている。その理由として、比較例の実験用放熱マッ

トで は、 蓄熱材パック４が、保温機能を有した部材で保護されておらず、放熱した潜熱を

、外 気で 冷やされ易い状態下にあるからである。これに対し、実験用放熱マット１Ａでは

、ポ リエ チレン製の気泡緩衝材で形成した第１側部３１、第２側部３２で、蓄熱材パック

４が 覆わ れているため、蓄熱材パック４からの潜熱による放熱が抑制され、実験用放熱マ

ット １Ａ が、蓄熱材パック４の保温性を高めた態様の採暖具になっているためであると考

えら れる 。それ故に、実験用放熱マット１Ａにおいて、実験用放熱マットへの過冷却現象

解除 操作 を実施後、潜熱を放熱し続けても、その放熱温度は、比較例より高く維持できて

いる と考 えられる。

【０ ０９ ４】

  また 、第 １の比較の場合で前述したように、実験用放熱マット１Ａでは、ポリエチレン

製の 気泡 緩衝材で形成した第１側部３１、第２側部３２で、蓄熱材パック４が覆われてお

り、 蓄熱 材パック４からの潜熱による放熱が抑制されている。第２の比較の場合、実験用

放熱 マッ ト１Ａ～１Ｃではいずれも、第２側部３２は一層である。そのため、過冷却現象

解除 操作 の実施後、第３測定部位Ｍ３での潜熱の放熱温度は、図１６に示すように、いず

れも 約２ ６℃であり、過冷却現象の解除操作を行った０．５（ｈ）後以降も、身体側に伝

わる 潜熱 の放熱温度は、実験用放熱マット１Ａ～１Ｃの間でほとんど差異なく、概ね同じ

よう な温 度傾向となっている。その一方、第４測定部位Ｍ４での潜熱の放熱温度は、図１

７に 示す ように、実施例１の場合で３４．７℃、実施例２の場合で３２．８℃、実施例３
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の場 合で ２８．２℃と、蓄熱材パック４に対し、椅子側に配置する第１側部３１等、保温

部材 の構 成による相違で、異なっている。

【０ ０９ ５】

  すな わち 、蓄熱材パック４に対し、机（椅子）側の外部へ逃げる潜熱の放熱ロスを抑え

る保 温部 材に、実施例２では、実施例１で設けた第１側部３１に加え、第１側部３１と同

様、 ポリ エチレン製の気泡緩衝材で形成した第３側部３３が設けられている。そのため、

実験 用放 熱マット１Ｂは、ポリエチレン製の気泡緩衝材で形成された第１側部３１、第３

側部 ３３ による二層構造の保温部材で、蓄熱材パック４の椅子側を覆った態様の採暖具と

なっ てい るため、蓄熱材パック４から放つ潜熱が、椅子側の外部へ逃げるのを抑制できて

いる ため と考えられる。実施例３では、実施例１で設けた第１側部３１には、アルミニウ

ム製 のフ ィルムである断熱材３４がラミネートされている。そのため、実験用放熱マット

１Ｃ は、 ポリエチレン製の気泡緩衝材で形成された第１側部３１とこれにラミネートした

断熱 材３ ４、第３側部３３による三層構造の保温部材で、蓄熱材パック４の椅子側を覆っ

た態 様の 採暖具となっているため、蓄熱材パック４から放つ潜熱が、実施例２の実験用放

熱マ ット １Ｂよりもさらに、椅子側の外部へ逃げるのを抑制できているためと考えられる

。

【０ ０９ ６】

  また 、第 ２の比較での考察を踏まえ、第３の比較では、図１９に示すように、実施例３

の実 験用 放熱マット１Ｃ、実施例２の実験用放熱マット１Ｂ、実施例１の実験用放熱マッ

ト１ Ａは 、この順で、蓄熱材パック４の保温性に優れて、蓄熱材パック４の潜熱に対し、

椅子 側へ の放熱は、この順で効果的に抑制できていることが判る。そして、図１８に示す

よう に、 蓄熱材パック４は、椅子側への潜熱の放熱を抑えた状態の下、身体側に有効に放

熱さ れて いることが判る。

【０ ０９ ７】

  次に 、本 実施形態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘの作用・効果について説明する。

【０ ０９ ８】

  本実 施形 態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘは、発生した熱を放熱可能な蓄熱材パック

４と 、携 帯可能な態様で形成された本体５とを有し、本体５の収容部３５に配設した蓄熱

材パ ック ４から、熱を提供先に放つ携帯用放熱付与具において、蓄熱材パック４は、板状

に形 成さ れていること、本体５は、互いに対向して配置可能な第１側部３１と第２側部３

２と を含 む扁平な袋状に形成され、第２側部３２と第１側部３１とが積層状に配置された

状態 の下 、蓄熱材パック４が、第２側部３２と隣接して設けた収容部３５に、自在に収納

また はそ の取出しできる態様で、配設されること、収容部３５に蓄熱材パック４を収納し

て放 熱さ れる状態では、蓄熱材パック４を挟んだ第２側部３２側に比べ、蓄熱材パック４

の熱 が、 蓄熱材パック４と離間した側にある第１側部３１の他端面３１ｂから外部に伝熱

し難 いよ う、第１側部３１は、少なくとも一以上の気泡緩衝材を含んで構成した放熱断熱

部３ 、ま たは、断熱性を有したシート状の断熱材３４が積層された状態の気泡緩衝材を、

少な くと も含んで構成した放熱断熱部３となっていること、を特徴とする。

【０ ０９ ９】

  この 特徴 により、例えば、スポーツ試合や野外イベント等、屋外施設内にあるベンチに

座っ て観 戦を長時間、楽しむ場合や、公園の椅子に座って寛ぐ場合等に、人が、椅子等の

座面 や背 もたれに放熱断熱部３を当接させた状態で、携帯用放熱マット１，１Ｘを介して

椅子 等に 座ると、蓄熱材パック４で発した熱のうち、椅子等の座面や背もたれ向けて伝熱

する 放熱 ロスが、放熱断熱部３で抑制できている。それ故に、携帯用放熱マット１，１Ｘ

は、 蓄熱 材パック４からの放熱に対し、椅子等側への無駄な放熱ロスを抑えた保温性を高

めた 態様 で構成しているため、蓄熱材パック４から放つ熱が、蓄熱材パック４で放熱可能

な全 熱容 量のうち、無駄な放熱ロスを抑えている分、図１９に示すように、より長い時間

、か つよ り高い温度を維持したまま、身体側に配する第２側部３２に伝熱するようになる

。

【０ １０ ０】
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  従っ て、 本実施形態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘによれば、持ち込んだ使用先で、

熱の 損失 を抑えると共に、必要とされる熱を使用者に持続的に付与することができる、と

いう 優れ た効果を奏する。

【０ １０ １】

  また 、本 実施形態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘでは、収容部３５に蓄熱材パック４

を収 納し て放熱される状態では、蓄熱材パック４を挟んだ第１側部３１側に比べ、蓄熱材

パッ ク４ の熱が、蓄熱材パック４と離間した側にある第２側部３２側で保温され易いよう

、第 ２側 部３２は、第１側部３１との対比で、少なくとも同等以上の耐荷重特性を有し、

荷重 負荷 に伴う弾性変形量を抑えた気泡緩衝材で構成された放熱伝熱部２となっているこ

と、 を特 徴とする。

【０ １０ ２】

  この 特徴 により、蓄熱材パック４から放熱を開始して、携帯用放熱マット１，１Ｘでの

過冷 却現 象解除操作を終えると、図１６に例示するように、蓄熱材パック４からの放熱が

、例 えば 、１℃程度の低下に留め、４時間以上もの長い時間、持続的に放熱伝熱部２に伝

熱で きる 。ひいては、先に例示したように、人が、冷えた状態にある屋外施設内のベンチ

や椅 子に 座って観戦を楽しむ場合等に、携帯用放熱マット１，１Ｘを椅子等に配して座る

と、 観戦 している間、携帯用放熱マット１，１Ｘは、蓄熱材パック４からの放熱により、

例え ば、 二十数～四十数℃程度の温度で、座位姿勢の人の身体を、心地好く効果的に温め

るこ とが できる。

【０ １０ ３】

  また 、本 実施形態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘでは、断熱材３４は、気泡緩衝材の

表面 に密 着して形成されていること、を特徴とする。

【０ １０ ４】

  この 特徴 により、断熱材３４が、僅か数～数百μｍの厚みで、第１側部３１の表面（一

端面 ３１ ａまたは他端面３１ｂの片面、あるいは一端面３１ａと他端面３１ｂの両面）に

ラミ ネー トされているだけで、放熱断熱部３は、蓄熱材パック４からの放熱に対し、椅子

等側 への 無駄な放熱ロスを効果的に抑え、放熱伝熱部２には、蓄熱材パック４からの放熱

が、 より 高い温度を維持したままで、座位姿勢の人の身体に伝熱される。具体的には、第

１側 部３ １単体の場合に比べ、図１９に例示するように、第２測定部位Ｍ２－第４測定部

位Ｍ ４と の最大温度差は約１０℃と、放熱断熱部３により、椅子等側への無駄な放熱ロス

が抑 制で きている。従って、図１６に例示するように、蓄熱材パック４は、放熱伝熱部２

では 、４ 時間以上もの長い時間、時間の経過に伴う温度低下を１℃以内に抑えて、座位姿

勢の 人の 身体にとって心地の好い温度を維持した状態で、持続的に放熱できている。

【０ １０ ５】

  また 、本 実施形態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘでは、本体５は、可逆的に展開また

は組 み立 て可能な態様であり、蓄熱材パック４を挟む第２側部３２の反対側で、第１側部

３１ と隣 接して配置可能な第３側部３３を有し、第３側部３３は、気泡緩衝材からなるこ

と、 第１ 側部３１と第２側部３２は何れも、それぞれ第１辺３０Ａを含む一の組の辺同士

と、 第２ 辺３０Ｂを含む他の組の辺同士でなす矩形状に形成され、本体５が展開された状

態で は、 第１側部３１と第２側部３２の第１辺３０Ａ同士、または第１側部３１と第２側

部３ ２の 第２辺３０Ｂ同士が少なくとも繋がっていると共に、第２側部３２をなす四辺の

うち 、少 なくとも一辺が、第３側部３３と繋がっていること、本体５が組み立てられた状

態で は、 収容部３５は、第１側部３１または第３側部３３のいずれか一方と、第２側部３

２と の間 に形成されること、を特徴とする。

【０ １０ ６】

  この 特徴 により、携帯用放熱マット１，１Ｘを使用先に持ち運んで使用するにあたり、

本体 ５で 可逆的に展開または組み立てが可能であるため、本体５の収容部３５に対し、蓄

熱材 パッ ク４の収納とその取出しが簡単にできるようになる。特に、蓄熱材パック４内の

熱源 が潜 熱蓄熱材組成物１０である場合、潜熱蓄熱材組成物１０で潜熱を蓄熱させるとき

に、 蓄熱 材パック４を本体５の収容部３５から取出して行うこともある。それ故に、蓄熱
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とそ の放 熱のサイクルを、複数回に亘り、頻繁に繰り返す潜熱蓄熱材組成物１０では、蓄

熱材 パッ ク４が、本体５の収容部３５に収納し易く、そこから取り出し易くなっていると

、携 帯用 放熱マット１，１Ｘの使い勝手は向上する。

【０ １０ ７】

  また 、本 実施形態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘでは、第１側部３１、第２側部３２

、及 び第 ３側部３３のうち、本体５を組み立てた状態の下で、互いに対向した配置で重ね

合う 部分 を、着脱自在に連結可能な固着部４０が、本体５に設けられていること、を特徴

とす る。

【０ １０ ８】

  この 特徴 により、本体５の組み立て後、第１側部３１、第２側部３２、及び第３側部３

３は 、固 着部４０により、重ね合った部分を連結できるため、携帯用放熱マット１，１Ｘ

の使 用時 でも、収容部３５に収容した蓄熱材パック４が、本体５から外れてしまうことな

く、 第１ 側部３１と第２側部３２との間に収容された配置状態を、保持することができる

。

【０ １０ ９】

  また 、本 実施形態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘでは、蓄熱材パック４は、折畳み可

能で ある こと、を特徴とする。

【０ １１ ０】

  この 特徴 により、携帯用放熱マット１，１Ｘを使用先に持ち運ぶ際に、蓄熱材パック４

をコ ンパ クト化して持ち運ぶことができるため、蓄熱材パック４が、本体５と別々に構成

され てい ても、手提げ袋やトートバッグ等、収容物に収容し易くなり、移動時に特段の困

難を 伴う ことなく、使用先に持ち運ぶことができる。

【０ １１ １】

  また 、本 実施形態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘでは、発熱体（蓄熱材パック４）を

加熱 する ヒータ５０を備え、ヒータ５０は、蓄熱材パック４と面接触させて潜熱蓄熱材組

成物 １０ （潜熱蓄熱材１１）を加熱するシート状のカーボンヒータであること、を特徴と

する 。

【０ １１ ２】

  この 特徴 により、蓄熱材パック４は、日常的に使用する携帯電話に充電を行う要領と似

たよ うな 使い勝手で、ヒータ５０により加熱され、図１３に例示するように、蓄熱材パッ

ク４ 内の 潜熱蓄熱材組成物１０全域を、均一な温度分布で昇温でき、潜熱蓄熱材組成物１

０を 、ヒ ータ５０への通電後、例えば、３時間程で、潜熱の蓄熱を終えた状態にすること

がで きる 。また、特に、携帯用放熱マット１，１Ｘで用いる蓄熱材パック４と、その予備

用の 蓄熱 材パック４の２つを加熱したい場合に、図１３に例示するように、２つの蓄熱材

パッ ク４ の間にヒータ５０を挟み込み、２つの蓄熱材パック４が同時にヒータ５０で加熱

でき る。 そのため、１つの蓄熱材パック４の加熱時間で、２つの蓄熱材パック４が加熱で

きて 、そ れぞれの潜熱蓄熱材組成物１０に、潜熱を効率良く蓄えることができる。

【０ １１ ３】

  また 、本 実施形態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘでは、発熱体は、相変化に伴う潜熱

の出 入り を利用して、蓄熱または放熱を行う潜熱蓄熱材１１（潜熱蓄熱材組成物１０）を

、収 容部 材２０の内部空間２０Ｓに漏れなく充填した蓄熱材パック４であること、を特徴

とす る。

【０ １１ ４】

  この 特徴 により、潜熱蓄熱材組成物１０は、ヒータ５０から提供された熱を潜熱蓄熱材

１１ に一 時的に蓄えた後、携帯用放熱マット１，１Ｘの使用先で、潜熱蓄熱材１１に蓄え

た潜 熱を 放熱することができ、蓄熱とその放熱のサイクルを、複数回に亘り、繰り返し使

用で きる 。また、携帯用放熱マット１，１Ｘでは、蓄熱材パック４による放熱の温度は、

潜熱 蓄熱 材組成物１０の構成成分によって異なるため、所望とする放熱の温度に合わせて

、選 択さ れた構成成分の潜熱蓄熱材組成物１０を収容部材２０内に充填することにより、

蓄熱 材パ ック４は、放熱する温度を、採暖したい（あるいは冷やしたい）温度帯に合わせ
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て、 構成 することができる。

【０ １１ ５】

  また 、本 実施形態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘでは、収容部材２０の内部空間２０

Ｓに は、 潜熱蓄熱材１１の融液の流れを規制する流動規制部２２が設けられていること、

を特 徴と する。

【０ １１ ６】

  この 特徴 により、特に、携帯用放熱マット１，１Ｘを使用先に持ち運ぶときや、携帯用

放熱 マッ ト１，１Ｘを使用せずに保管しているとき等において、蓄熱材パック４が、上方

から 下向 きに垂れた配置姿勢で、潜熱蓄熱材組成物１０が融液の状態になっている場合に

、融 液状 態の潜熱蓄熱材組成物１０が、流動規制部２２により、収容部材２０の内部空間

２０ Ｓの 下方に偏ってしまうのを抑制することができる。これにより、蓄熱材パック４で

は、 潜熱 蓄熱材組成物１０が、融解（液相状態）から相変化しても、蓄熱材パック４内の

潜熱 蓄熱 材組成物１０は、その厚み（図２（ｂ）の上下方向に沿った距離）に対し、全域

での 不揃 い化を避けた態様で、凝固（固相状態）し易くなる。それ故に、携帯用放熱マッ

ト１ ，１ Ｘの使用時に、潜熱蓄熱材組成物１０が固相に相変化する際に生じる潜熱の放熱

に基 づい て、蓄熱材パック４から放つ熱が、より均一な分布と温度の状態で、第２側部３

２に 伝熱 できるようになる。

【０ １１ ７】

  また 、本 実施形態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘでは、潜熱蓄熱材１１から放つ潜熱

は、 ２０ ℃以上～９０℃以下の温度帯域内とする温熱ＨＴであること、を特徴とする。

【０ １１ ８】

  この 特徴 により、人が、冷えた状態にある屋外施設内のベンチや椅子に、携帯用放熱マ

ット １， １Ｘを介して、座って観戦を楽しむような場合に、携帯用放熱マット１，１Ｘは

、蓄 熱材 パック４からの放熱により、例えば、２５～３０℃程度の温度で、座位姿勢の人

の身 体を 、心地好く効果的に温めることができる。

【０ １１ ９】

  また 、本 実施形態に係る携帯用放熱マット１，１Ｘでは、本体５には、携行時に人の持

ち運 びを 補助する把持部４５が設けられていること、を特徴とする。

【０ １２ ０】

  この 特徴 により、人が、携帯用放熱マット１，１Ｘを使用先で使用するにあたって、把

持部 ４５ を使って携帯用放熱マット１，１Ｘを持ち運ぶことで、人への負担が軽減できる

。

【０ １２ １】

  以上 にお いて、本発明を実施形態の実施例１～３、及び比較例に即して説明したが、本

発明 は上 記実施形態の実施例１～３に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範

囲で 、適 宜変更して適用できる。

【０ １２ ２】

  例え ば、 実施形態では、第１側部３１～第３側部３３を、３層構造の樹脂製シート材を

なす 気泡 緩衝材で構成したが、気泡緩衝材は、樹脂製シート材による２層構造で、片側の

層を 平坦 状とし、もう一つの層に、円柱状または六角形状に成型された中空状の空気充填

部を 、幾 何学的で規則的な配置の下、隣り同士を断続的に離間させた形態であっても良い

。

【０ １２ ３】

  また 、実 施形態では、潜熱蓄熱材１１の主成分を、酢酸ナトリウム三水和物としたが、

潜熱 蓄熱 材の主成分は、本実施形態に限定されるものではなく、例えば、無機塩水和物を

なす 物質 等であっても良く、種々変更可能である。

【０ １２ ４】

  また 、実 施形態では、蓄熱材パック４からの放熱温度を、３０℃近傍に調整して設定さ

れた 採暖 用の携帯用放熱マット１，１Ｘとした。しかしながら、携帯用放熱付与具は、蓄

熱材 パッ ク（発熱体）から放つ熱を、０℃以上～２０℃未満の温度帯域内とする冷熱とし
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た保 冷用 の携帯用放熱マットであっても良い。具体的には、蓄熱材パックに含む主成分の

潜熱 蓄熱 材が、例えば、臭化テトラｎブチルアンモニウム（ TBAB： Tetrabutylammonium B

romide）の 包接水和物のほか、リン酸塩系の水和物、酢酸塩水和物や硫酸塩水和物等の無

機塩 水和 物であっても良い。

【０ １２ ５】

  また 、実 施形態では、断熱材３４付きの第１側部３１が放熱断熱部３に配設された携帯

用放 熱マ ット１，１Ｘを挙げたが、携帯用放熱付与具では、第２の断熱材を積層した状態

の第 １の 断熱材が、第２側部にも配設されていても良い。

【０ １２ ６】

  また 、実 施形態では、第１側部３１や第２側部３２等で用いる第１の断熱材を、気泡緩

衝材 とし た携帯用放熱マット１，１Ｘを挙げた。しかしながら、携帯用放熱付与具を構成

する 第１ の断熱材は、実施形態に限定されず、前出したように、例えば、ポリエチレン（

PE： polyethylene）、ポリスチレン（ PS： polystyrene）、ポリプロピレン（ PP： polypro

pylene）、 ポリウレタン（ PU： polyurethane）等の樹脂からなる板状の発泡材や、板状の

ゴム 製部 材等、断熱性を有し、持ち運び時に特に困難を伴わない程度に軽量で、耐荷重性

を兼 ね備 えた部材であれば、種々変更可能である。

【符 号の 説明】

【０ １２ ７】

１， １Ｘ   携帯用放熱マット（携帯用放熱付与具）

２   放 熱伝 熱部

３   放 熱断 熱部

４   蓄 熱材 パック（発熱体、蓄熱材パック）

５   本 体

１１   潜熱 蓄熱材

２０   収容 部材

２０ Ｓ   内 部空間

２２   流動 規制部

３０ Ａ   第 １辺（一の組）

３０ Ｂ   第 ２辺（他の組）

３１   第１ 側部

３１ ｂ   第 １側部の他端面（第１側部の端面）

３２   第２ 側部

３３   第３ 側部

３４   断熱 材（第２の断熱材）

３５   収容 部

４０   固着 部（固着手段）

４１ Ａ   第 １固定側固着部位（固着手段）

４１ Ｂ   第 １着脱側固着部位（固着手段）

４２ Ａ   第 ２固定側固着部位（固着手段）

４２ Ｂ   第 ２着脱側固着部位（固着手段）

４５   把持 部（携行補助手段）

５０   ヒー タ（加熱手段）

【要 約】

【課 題】 持ち込んだ使用先で、熱の損失を抑えると共に、必要とされる熱を、より長い時

間、 持続 して使用者等の提供先に付与することができる携帯用放熱付与具を提供する。

【解 決手 段】携帯用放熱マット１は、携帯可能に形成した本体５の収容部３５に、放熱可

能な 蓄熱 材パック４を配設し、蓄熱材パック４から提供先に放熱する。本体５は、第１側

部３ １と 第２側部３２とを含む扁平な袋状に形成され、第２側部３２と第１側部３１とを

積層 状に 配置した状態の下、板状の蓄熱材パック４が、第２側部３２と隣接した収容部３

５に 、出 し入れ自在に配設される。収容部３５に蓄熱材パック４を収納して放熱される状
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態で は、 蓄熱材パック４を挟む第２側部３２側に比べ、蓄熱材パック４の熱が、蓄熱材パ

ック ４と 離間した側にある第１側部３１の他端面３１ｂから外部に伝熱し難いよう、第１

側部 ３１ は、一以上の気泡緩衝材を含み、断熱材３４を選択的に含んだ放熱断熱部３とな

って いる 。

【選 択図 】図１

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】
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